
○
総
務
省
令
第
十
七
号

統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
全
国
消
費
実
態
調
査
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
十
四
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

全
国
消
費
実
態
調
査
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

全
国
消
費
実
態
調
査
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

全
国
家
計
構
造
調
査
規
則

全
国
消
費
実
態
調
査
規
則

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基

第
一
条

統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基

幹
統
計
で
あ
る
全
国
家
計
構
造
統
計
を
作
成
す
る
た
め
の
調
査
（
以
下
「
全
国
家
計
構
造
調
査
」
と
い
う
。
）

幹
統
計
で
あ
る
全
国
消
費
実
態
統
計
を
作
成
す
る
た
め
の
調
査
（
以
下
「
全
国
消
費
実
態
調
査
」
と
い
う
。
）

の
実
施
に
関
し
て
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

の
実
施
に
関
し
て
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
調
査
の
目
的
）

（
調
査
の
目
的
）

第
二
条

全
国
家
計
構
造
調
査
は
、
家
計
の
実
態
を
調
査
し
、
全
国
及
び
地
域
別
の
世
帯
の
所
得
分
布
、
消
費
の

第
二
条

全
国
消
費
実
態
調
査
は
、
家
計
の
実
態
を
調
査
し
、
全
国
及
び
地
域
別
の
世
帯
の
所
得
分
布
、
消
費
の

水
準
及
び
構
造
等
に
関
す
る
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

水
準
及
び
構
造
等
に
関
す
る
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
調
査
月
）

（
調
査
月
）

第
四
条

全
国
家
計
構
造
調
査
は
、
直
前
の
全
国
家
計
構
造
調
査
を
行
つ
た
年
か
ら
五
年
目
に
当
た
る
年
（
以
下

第
四
条

全
国
消
費
実
態
調
査
は
、
直
前
の
全
国
消
費
実
態
調
査
を
行
つ
た
年
か
ら
五
年
目
に
当
た
る
年
（
以
下

「
実
施
年
」
と
い
う
。
）
の
九
月
、
十
月
及
び
十
一
月
の
三
月
間
に
つ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
単
身
者
の
世
帯

「
実
施
年
」
と
い
う
。
）
の
九
月
、
十
月
及
び
十
一
月
の
三
月
間
に
つ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
単
身
者
の
世
帯

に
つ
い
て
は
、
十
月
及
び
十
一
月
の
二
月
間
に
つ
い
て
行
う
。

に
つ
い
て
は
、
十
月
及
び
十
一
月
の
二
月
間
に
つ
い
て
行
う
。

（
調
査
の
種
類
）

（
調
査
の
種
類
）

第
五
条

全
国
家
計
構
造
調
査
は
、
甲
調
査
及
び
乙
調
査
と
す
る
。

第
五
条

全
国
消
費
実
態
調
査
は
、
甲
調
査
及
び
乙
調
査
と
す
る
。

（
調
査
の
対
象
）

（
調
査
の
対
象
）

第
六
条

全
国
家
計
構
造
調
査
は
、
甲
調
査
に
あ
つ
て
は
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
地
域
に
お
い
て
総
務
大
臣
の
定

第
六
条

全
国
消
費
実
態
調
査
は
、
甲
調
査
に
あ
つ
て
は
総
務
大
臣
の
指
定
す
る
地
域
に
お
い
て
総
務
大
臣
の
定

め
る
方
法
に
よ
り
市
町
村
長
が
選
定
し
た
世
帯
（
以
下
「
甲
調
査
世
帯
」
と
い
う
。
）
、
乙
調
査
に
あ
つ
て
は

め
る
方
法
に
よ
り
市
町
村
長
が
選
定
し
た
世
帯
（
以
下
「
甲
調
査
世
帯
」
と
い
う
。
）
、
乙
調
査
に
あ
つ
て
は

総
務
大
臣
の
指
定
す
る
地
域
に
お
い
て
総
務
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
選
定
し
た
世
帯
（

総
務
大
臣
の
指
定
す
る
地
域
に
お
い
て
総
務
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
選
定
し
た
世
帯
（

以
下
「
乙
調
査
世
帯
」
と
い
う
。
）
の
世
帯
員
に
つ
い
て
行
う
。

以
下
「
乙
調
査
世
帯
」
と
い
う
。
）
の
世
帯
員
に
つ
い
て
行
う
。

（
調
査
事
項
等
）

（
調
査
事
項
等
）

第
七
条

全
国
家
計
構
造
調
査
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
調
査
票
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う

第
七
条

全
国
消
費
実
態
調
査
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
様
式
に
よ
る
調
査
票
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う

ち
、
甲
調
査
の
場
合
に
は
甲
調
査
世
帯
に
係
る
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
、
乙
調
査
の
場
合

ち
、
甲
調
査
の
場
合
に
は
甲
調
査
世
帯
に
係
る
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
、
乙
調
査
の
場
合

に
は
乙
調
査
世
帯
の
世
帯
員
に
係
る
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
す
る
。

に
は
乙
調
査
世
帯
の
世
帯
員
に
係
る
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
を
調
査
す
る
。

〔
一
～
八

略
〕

〔
一
～
八

同
上
〕

〔
２

略
〕

〔
２

同
上
〕

（
統
計
調
査
員
）

（
統
計
調
査
員
）

第
九
条

全
国
家
計
構
造
調
査
の
事
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
、
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
統
計
調
査
員
と
し
て
都

第
九
条

全
国
消
費
実
態
調
査
の
事
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
、
法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
統
計
調
査
員
と
し
て
都

道
府
県
に
設
置
さ
れ
る
も
の
は
、
次
項
に
規
定
す
る
事
務
を
適
正
に
執
行
す
る
能
力
（
第
三
項
に
規
定
す
る
指

道
府
県
に
設
置
さ
れ
る
も
の
は
、
次
項
に
規
定
す
る
事
務
を
適
正
に
執
行
す
る
能
力
（
第
三
項
に
規
定
す
る
指

導
員
に
あ
つ
て
は
、
次
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
事
務
を
適
正
に
執
行
す
る
能
力
）
を
有
す
る
者
（
次
の
各

導
員
に
あ
つ
て
は
、
次
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
事
務
を
適
正
に
執
行
す
る
能
力
）
を
有
す
る
者
（
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
と
す
る
。

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
と
す
る
。

〔
一
・
二

略
〕

〔
一
・
二

同
上
〕

〔
２
～
７

略
〕

〔
２
～
７

同
上
〕
。

（
調
査
の
方
法
及
び
期
間
）

（
調
査
の
方
法
及
び
期
間
）

第
十
三
条

全
国
家
計
構
造
調
査
は
、
調
査
員
（
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
員
の
事
務
の
一
部
を
行
う

第
十
三
条

全
国
消
費
実
態
調
査
は
、
調
査
員
（
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
員
の
事
務
の
一
部
を
行
う

指
導
員
を
含
む
。
第
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
統
計
法
施
行
令
別
表
第
一
備
考
第
六
号
の
規
定

指
導
員
を
含
む
。
第
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
統
計
法
施
行
令
別
表
第
一
備
考
第
六
号
の
規
定



に
よ
り
甲
調
査
の
調
査
票
の
配
布
・
取
集
等
に
関
す
る
事
務
を
民
間
事
業
者
に
委
託
し
て
行
う
場
合
の
当
該
民

に
よ
り
甲
調
査
の
調
査
票
の
配
布
・
取
集
等
に
関
す
る
事
務
を
民
間
事
業
者
に
委
託
し
て
行
う
場
合
の
当
該
民

間
事
業
者
及
び
当
該
民
間
事
業
者
に
使
用
さ
れ
る
者
（
同
項
に
お
い
て
「
民
間
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
調

間
事
業
者
及
び
当
該
民
間
事
業
者
に
使
用
さ
れ
る
者
（
同
項
に
お
い
て
「
民
間
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
調

査
票
を
担
当
調
査
区
内
の
甲
調
査
世
帯
又
は
乙
調
査
世
帯
ご
と
に
配
布
し
、
及
び
取
集
し
、
並
び
に
質
問
す
る

査
票
を
担
当
調
査
区
内
の
甲
調
査
世
帯
又
は
乙
調
査
世
帯
ご
と
に
配
布
し
、
及
び
取
集
し
、
並
び
に
質
問
す
る

こ
と
に
よ
り
行
う
。

こ
と
に
よ
り
行
う
。

〔
２

略
〕

〔
２

同
上
〕

（
報
告
の
義
務
及
び
方
法
）

（
報
告
の
義
務
及
び
方
法
）

第
十
五
条

全
国
家
計
構
造
調
査
に
当
た
つ
て
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
甲
調
査
に

第
十
五
条

全
国
消
費
実
態
調
査
に
当
た
つ
て
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
甲
調
査
に

あ
つ
て
は
甲
調
査
世
帯
の
世
帯
主
、
乙
調
査
に
あ
つ
て
は
乙
調
査
世
帯
の
十
八
歳
以
上
の
世
帯
員
が
そ
れ
ぞ

あ
つ
て
は
甲
調
査
世
帯
の
世
帯
主
、
乙
調
査
に
あ
つ
て
は
乙
調
査
世
帯
の
十
八
歳
以
上
の
世
帯
員
が
そ
れ
ぞ

れ

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
２
～
３

略
〕

〔
２
～
３

同
上
〕



附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


